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2022 年 4 月 25 日(月) 

 

マカフィー株式会社の不法行為に基づく損害賠償の 

請求に係る判決について 
 

株式会社サードウェーブ（代表取締役社長 : 尾崎健介、本社 : 東京都千代田区 以下サードウェーブ）は、弊社

を原告、セキュリティソフトを販売するマカフィー株式会社（以下「マカフィー社」といいます）を被告とする訴訟に関して、

東京地方裁判所より判決が言い渡されましたことを、下記のとおりお知らせいたします。 

 

●判決のあった裁判所及び年月日 

 

東京地方裁判所 

2022 年 4 月 22 日 

 

●提訴の理由 

 

弊社のパソコンにマカフィー社のセキュリティソフトを搭載する契約をするにあたり、マカフィー社は事実に反する説明を繰り

返し、複数年にわたり弊社の経営判断に不当な影響を与え、結果として弊社は不法行為による損害を被りました。セキ

ュリティソフトを販売するマカフィー社が、信義則に反し、不法行為をすることは容認できず、公正な取引を阻害するもの

であるため、弊社は 2018 年 10 月 22 日付で、訴えを提起しておりました。 

 

●判決の内容  

 

これに対し東京地方裁判所は、「原告によるライセンス料の支払は被告の不法行為による損害といえる。」などとして、マ

カフィー社に２千３４７万５２６２円の損害賠償を命ずる判決を言い渡しました。 

 

●判決理由中の判断 

 

裁判所は、「経営判断は、判断者が認識する前提事実に誤りがある場合には適正が担保されないから、取引相手等

が経営判断の前提事実につき誤った情報を提供した場合、経営判断に不当な影響を及ぼすことは明らかであり、経営

判断に不当な影響を及ぼす誤った事実を伝えることは信義則上許容し得ないものと解するのが相当である。」、「他社の

実績値に関して誤った情報を提供し、およそ達成し得ない更新率の見込みを示して、原告の経営判断に不当な影響を



 

与え、（中略）結果としてこれを誤らせたものであり、過失による不法行為と認められる。」とし、また「被告は、企業間の

ビジネスでは原則として一方当事者は他方当事者に情報提供義務を負わない旨主張するが、仮に、積極的に情報を

提供する義務がないとしても、誤った情報を提供し、経営判断に不当な影響を与えることまでも許容されるものではな

い。」とし、「契約を締結しなければ、同契約に基づきライセンス料を支払うこともなかったはずであるから、原告によるライ

センス料の支払は被告の不法行為による損害といえる。」としています。 

  

●弊社コメント 

 

今回の判決により、マカフィー社の不法行為に対して、司法の良識ある判断が示されたものと考えております。弊社は今

後とも、信義則に反する不法行為に対しては適切な措置を講じる所存です。 

 

サードウェーブについて 

 

サードウェーブは、個人のお客様からプロユース、法人のお客様の課題解決のためのソリューションビジネスを行う IT 企業

です。パソコン専門店『ドスパラ』、デジタル雑貨ブランド『上海問屋』の運営をはじめ、ゲーミング PC『GALLERIA』、ク 

リエイタ―向け PC『raytrek』、汎用 PC など国内生産の PC ブランドを企画・製造。さらに、世界につながる e スポーツ

大会 『GALLERIA GLOBAL CHALLENGE』および、e スポーツを新たな文化とすべく開催する『全国高校 e スポー

ツ選手権』に特別協賛しています。サードウェーブは最先端の技術を安心と共にお届けすることで、より良い情報化社会

の実現に貢献し、100 年先も世の中に求められる企業であることを目指します。 

 

サードウェーブ http://info.twave.co.jp/ 

ドスパラ https://www.dospara.co.jp/ 

 

※ 本リリースに記載の内容は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。 

 

 【パソコンのサポートに関するお問い合わせ先】 

サードウェーブサポートセンター 

TEL：0570-028-119 （PHS・IP 電話から 03-4332-9193） 

電話受付 24 時間受付 

メール ：24 時間受付 support@dospara.co.jp 

http://info.twave.co.jp/
https://www.dospara.co.jp/

